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規 則

北海道立工業技術センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第４号

北海道立工業技術センター管理規則の一部を改正する規則

北海道立工業技術センター管理規則（昭和６１年北海道規則第８９号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の１の表中
「
高速液体クロマトグラフ ５，４５０円

３４０円
」
を

「
高速液体クロマトグラフ
有機酸分析システム

５，４５０円
７，５５０円

３４０円
４５０円

」

に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第１３１号

平成２３年北海道告示第９７号（特定調達契約に係る入札の公告）の一部を次のように改正す

る。

平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１の�のアの事項中「２００マイクロリットル」を「３００マイクロリットル」に改める。
１０のＡのａの事項中「２００�」を「３００�」に改める。

北海道告示第１３２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入

札に必要な資格を定めた。

平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 資格及び調達をする特定役務の種類

平成２３年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第２条第３号
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に規定する特定役務の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２３年３月４日に一般競争入札の公告を行う現金警備輸送等

業務（オンラインシステム輸送等）
� 資 格 現金警備輸送等業務（オンラインシステム輸送等）に関する資

格（以下「資格」という。）
� 特定役務の種類 現金警備輸送等業務（オンラインシステム輸送等）
２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�、�及び�によるほか、次による。

� 平成２３年２月１日現在において引き続き１年以上現金輸送業務を営んでいること。
� 過去５年間に国（特殊法人等を含む。）又は地方公共団体と国内の公営競技に係る現
金輸送業務に関する契約を締結し、かつ確実に履行した者であること。

� 指定する地域に現金輸送業務が確保できること。
	 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条による認定を受けている者であること。
３ 資 格 要 件 の 特 例
中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和３２年法律第１８５号）又は商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づき
設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有
するときは、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員（組合が指定する組
合員）の値の合計値とし、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員（組合
が指定する組合員）の値の平均値とすることができる。
４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２３年３月４日から同年４月４日まで

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時
までの間にしなければならない。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出
先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ
ればならない。

ア 提出先の名称 北海道農政部競馬事業室
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで、４の�及び�並びに５の�によ
る。

北海道告示第１３３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
現金警備輸送等業務（オンラインシステム輸送等） 一式

� 調達する特定役務の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２３年４月２８日から平成２８年３月３１日まで
	 履 行 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２３年北海道告示第１３２号に規定する現金警備輸送等業務（オンラインシステム輸送
等）の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道農政部競馬事業室

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階農政部第

１会議室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中
央区北３条西６丁目 北海道農政部競馬事業室）

� 入 札 日 時 平成２３年４月１４日 午前１１時（送付による場合は、同月１１日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信用切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。
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８ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、	、
から�まで及び�からまでによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道農政部競馬事業室
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

電話番号０１１－２０４－５３７７
９ Summary

Ａ Nature and quantity of the services to be procured :

In such cases as the cash guard transport, business (in such cases as the on-line system

transport) 1set

Ｂ Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M, April 14, 2011

(If maild, bids must arrive no later than April 11, 2011)

Ｃ Contact : Office of Hokkaido Horse Racing, Department of Agriculture, Hokkaido

Government, Nishi 6-chome, Kita 3-jo, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5377

北海道告示第１３４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成２３年３月８日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
東 部 農業用用排水施設 北海道上川総合振興局
ペーパン 同 同
旭 第 １ 農用地改良保全施設 同

北海道告示第１３５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 古宇郡神恵内村大字赤石村字大森２１４地先（次の図に

示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 古宇郡神恵内村大字赤石村１、６から８まで、字山ノ
上２の７から２の９まで

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 積丹郡積丹町大字日司町４１の３地先・５８地先・４１の３
・５８（以上２筆地先２筆について次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１３６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
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平成２３年３月４日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林の所在場所 稚内市大字声問村字上声問１６４１の１、大字宗谷村字増幌５８１の
１、６６８の１

２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道宗谷総合振興局産業振興部林務課及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１３７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
函館市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
函館市（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

厚岸郡浜中町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課並びに函館市役所及び浜中町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１３８号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
深川市・足寄郡足寄町（以上１市１町について次の
図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
深川市（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

足寄郡足寄町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
足寄町（次の図に示す部分に限る。）
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� その他の森林ついては、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに深川市役所及び足寄町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１３９号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処
分をした。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成２３年２月２２日
２ 処 分 を 受 け た 者
� 商号及び代表者の氏名 丸谷配管株式会社 丸谷 昭三
� 主たる営業所の所在地 函館市川汲町１５９６－１
� 建設業の許可の番号 （般－２２）渡第１２６４号
３ 処 分 の 内 容
� 営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部停止
� 営 業 停 止 の 期 間 平成２３年２月２４日から同年５月２４日までの９０日間
４ 処分の原因となった事実 上記の者が建設業法第２８条第１項第３号に該当した。

北海道告示第１４０号

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第６５条第２項の規定により、次の宅地建物取
引業者に対し宅地建物取引業の業務について停止処分をしたので、同法第７０条第１項の規定
により公告する。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 商 号 又 は 名 称 株式会社理財
２ 代 表 者 氏 名 代表取締役 関根 安廣
３ 主たる事務所の所在地 札幌市中央区大通西１５丁目１番地１３
４ 免 許 証 番 号 北海道知事 石狩�第５２３５号
５ 業 務 停 止 の 期 間 平成２３年３月９日から同年６月８日までの３月間

６ 業 務 停 止 の 範 囲 宅地建物取引業の全業務

北海道告示第１４１号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２３年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項南るもい農業協同組合の事項を削る。

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第５７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年３月４日

北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
モノクロ複合機 １台

２ 落札を決定した日
平成２２年１２月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社文明堂
� 住 所 岩見沢市９条西１丁目１番地
４ 落札金額
７７，７００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１１月９日付け北海道空知総合振興局告示第１０４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局地域政策部総務課
� 住 所 岩見沢市８条西５丁目

北海道空知総合振興局告示第５８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
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平成２３年３月４日
北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機等賃貸借契約その１
ア 複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙及びステイプル針を除く。）の供
給を含む。） 一式（２台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
２台及び１月当たり３４，８００枚（２台分の調達予定枚数）

� 複写機等賃貸借契約その２
ア 複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙及びステイプル針を除く。）の供
給を含む。） 一式（１台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台及び１月当たり８，３００枚（１台分の調達予定枚数）

２ 落札を決定した日
平成２３年２月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 複写機等賃貸借契約その１
ア 氏 名 株式会社ダイマル
イ 住 所 岩見沢市４条西５丁目７番地

� 複写機等賃貸借契約その２
ア 氏 名 株式会社文明堂
イ 住 所 岩見沢市９条西１丁目１番地

４ 落札金額
� 複写機等賃貸借契約その１
基本料金 １月当たり １，０００円
１枚から８，０００枚まで １枚当たり １．０４円
８，００１枚から１５，０００枚まで １枚当たり １．０２円
１５，００１枚以上 １枚当たり １．００円
� 複写機等賃貸借契約その２
基本料金 １月当たり ４，９００円
１枚から８，０００枚まで １枚当たり １．００円
８，００１枚以上 １枚当たり １．００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２３年１月２５日付け北海道空知総合振興局告示第１号
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目

道立子ども総合医療・
療 育 セ ン タ － 告 示

北海道立子ども総合医療・療育センタ－告示第３６号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２３年３月４日

北海道立子ども総合医療・療育センタ－長 工 藤 亨
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
平成２３年度北海道立子ども総合医療・療育センタ－情報システムのうち、ＨＩＳ保守管
理業務 一式
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年２月２４日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 北海道日本電気ソフトウェア株式会社
� 住 所 札幌市北区北８条西３丁目２８番地
４ 随意契約に係る契約金額
３４，７９１，１５７円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立子ども総合医療・療育センタ－企画総務課
� 所在地 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６

道教育庁釧路教育局告示

北海道教育庁釧路教育局告示第７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
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協定の適用を受ける。
平成２３年３月４日

北海道教育庁釧路教育局長 大 山 節 夫
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
ア Ａ重油その１（釧路養護学校） ３４，０２８リットル
イ Ａ重油その２（白糠養護学校（白糠学園分を含む。）） ４３，７８０リットル
ア及びイについては、それぞれの入札による。

� 調達をする物品等の仕様等 ＪＩＳ規格１種１号又は２号
� 契 約 期 間 平成２３年４月１日から同年９月３０日まで
	 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号又は平成２２年北海道告示第２３号に規定する物品の購入（暖
房燃料）の資格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
３ 契約条項を示す場所
北海道教育庁釧路教育局道立学校運営支援室

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 釧路市浦見２丁目１番１号 北海道釧路総合振興局別館釧路

教育局会議室（送付による場合は、郵便番号０８５－０８３５ 釧路
市浦見２丁目１番１号 北海道教育庁釧路教育局道立学校運営
支援室）

� 入 札 日 時 平成２３年３月２９日（火）午前１０時（送付による場合は、同月
２８日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２２年９月７日北海道教育庁釧路教育局告示第１６号

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量３０グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道教育庁釧路教育局のホームページ（http : //

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/krk/）においてダウンロード
することができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。

９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、
から�まで及び�からまでによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁釧路教育局道立学校運営支援室
� 所 在 地 郵便番号０８５－０８３５ 釧路市浦見２丁目１番１号

電話番号０１５４－４３－９２７４
１０ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Fuel oil A 34,028 liter

ｂ Fuel oil A 43,780 liter

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M. March 29, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than March 28, 2011)

Ｃ Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Kushiro District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, 1-1 Urami 2, Kushiro 085-0835 Japan

Phone : 0154-43-9274

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づき、同法第１２条第１
項及び第１７条第１項の規定による政治団体の収入及び支出に関する報告書の要旨を別冊のと
おり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成２３年３月４日

北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸
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